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ＰＴＡ研修会へのご参加，ありがとうございました。 
 前回の授業参観・懇談では多数のご参加をありがとうございました。また，初めての試みでした

が，貴重なお時間をいただいて講話をさせていただく機会を得ることもできました。会場が狭く，

ご不便やご迷惑をおかけしたことについてお詫び申しあげます。また，講話をするというのは思っ

た以上に大変なことだということも実感しました。話し方や時間配分，何より内容が聞かれている

方々に意味のあるものになるようにするということは想像する以上に難しいものでした。大変勉強

になりました。ありがとうございました。 

 さて，反省の一つに資料やレジュメがなかったことがありましたので，話させていただいたこと

や話したかったことをまとめて記載しておこうと思います。（言葉足らずなところは済みません。） 

 １ 「親」になるということ 

      親は子供にとって「社会（世の中）」というもののひな型であり，手本であり，最初の教師

です。子供をすくすくと伸びていく植物にたとえるなら，親は土です。土のありようが植物に

深い影響を与えます。いろんな方向に伸びようとする若木（子供）のために，親は褒め，叱り，

見守り，やがては独り立ちをさせねばなりません。しかし，子供がいくつになろうとも親は最

後まで親です。様々なことを吸収しながら育っていく子供の前に立つためには，親も自らを教

育し続ける必要があります。親も，教師も，勉強し続けねばなりません。 

 ２ ０歳～６歳まで（就学前） 

      その子の個性を大切にしながら健やかにのびのびと育てていきたい…誰もがそう思いなが

ら育児をします。その対極にあるのが「しつけ」です。しつけとは，まとめると次の２点です。 

   （１）子供が親の保護を失っても一人で生きていけるように，生活のための技術を早くから

身に付けさせるため。話の中では「はなちゃんのお弁当」のことを例にしました。余命

わずかなお母さんが４歳の娘に包丁を持たせ，ご飯を一人で作れるように育てました。

本も出ていますのでぜひ読んでみてください。 

   （２）社会生活を営む上で対外的な言語や行動を覚えさせるため。多くの人の中で生きてい

くうえで必要な言葉遣いや礼儀作法，マナー，きまりを守ること，他人に対する尊敬や

自分に対する謙虚さといった人権感覚を身に付けさせることが大切です。しつけの一環

として，また学校でつけるべき学力の土台作りとして，次のことを行っていくことが大

切です。 

      ①生活習慣を規則正しくすること      ④家庭学習を継続すること 

      ②人に対しての思いやりを育てること    ⑤読み聞かせや読書をすること 

      ③家庭内で仕事（お手伝い等）をさせること ⑥挨拶や礼儀の手本を示すこと     

就学前とは申しましたが，それはあくまで目安であり,子供たちが成人するまでの間,これ

らのことは継続して行っていくことが大切ですので，いつからでも始めることができます。

しかし，始めたらやり通すことが重要です。子供の年齢が上がるほど難しい部分が出てくる

ことも当然考えられます。青年期ともなれば嵐の状態になります。しかし，家庭や周囲の人，

関係機関等とも連携しながら続けていくことが，やがては子供たちのためになると信じま

す。曽野綾子さんの「教育は捨て身でないとできない」という言葉が胸に刺さります。 

６歳から１２歳までの児童期，そして，その後に続く青年期については，また次号で書かせてい 

ただきたいと思います。紙面でも足りませんでした。本当に私は話が下手だと反省します。 



日 曜 学　校　行　事　等

1 日 ３・４年通学合宿　みやじま国際パワーﾄﾗｲｱｽﾛﾝ大会

2 月 ３・４年通学合宿　　ＡＬＴ来校

3 火 ３・４年通学合宿　　ＡＬＴ来校       通級指導

4 水 読み聞かせ    　　　　　　　　　   　通級指導

5 木
あいさつ運動①(３年)

スクールカウンセラー来校　　　ほっこりクラブ

6 金

あいさつ運動②(３年)      大豆定植（４年）

野外活動健康調査票回収締切り日（６年）
縦割り班で遊ぼうＤＡＹ(Ⅰ－⑤)

家庭教育支援アドバイザー来校
学校支援本部調整会議

7 土 廿日市市学校保健会（13:30～　交流ﾌﾟﾗｻﾞ）

8 日
9 月 クラブ　　　　　     ＡＬＴ来校

10 火 諸費引き落とし日     ＡＬＴ来校        通級指導

11 水 読み聞かせ                                      通級指導

12 木 居住地交流（５年）　　　　　　　　ほっこりクラブ

13 金
巡回相談
家庭教育支援アドバイザー来校

14 土 さいき水まつり

15 日

16 月 （祝）海の日

17 火 　　　　　　　　　  ＡＬＴ来校　 　通級指導

18 水 　　　　　　　　　　　　　　　　　通級指導

19 木 大豆定植の予備日（４年）

20 金
終業式　　犯罪防止教室     下校時刻（13:30）
家庭教育支援アドバイザー来校
野外活動（三滝少年自然の家　５年）

21 土 野外活動（三滝少年自然の家　５年）

22 日 野外活動（三滝少年自然の家　５年）

23 月 野外活動（三滝少年自然の家　５年）

24 火

25 水

26 木 個人懇談Ⅰ　　教育相談日

27 金 個人懇談Ⅱ　　家庭教育支援アドバイザー来校

28 土

29 日

30 月
スクールカウンセラー来校
開放プール開始（～8/10）

31 火

※　２学期の始業式は９月３日（月）です。

※　もし，１学期の終業式の日までに警報により臨時休業日が発生した場合は，

　 ３０日(木)・ ３１日（ 金） 等は，授業日となりますので，お 知りお き ください 。

２６日(日)　 ＰＴＡ環境整備作業（８：００～１０：００）

７　月　の　予　定（変更がある場合があります）

８　月　の　主　な　予　定

１５日（水）　夏季一斉閉庁日　　　　　　　　　諸費引き落とし日

１０日（金）　開放プール最終日

１４日（火）　夏季一斉閉庁日

１１日（土）　（祝）山の日
１３日（月）　夏季一斉閉庁日（学校はお休みします。）

２４日（金）　全校登校日（平和集会）　　下校時刻（１１：３０）

  

生徒指導ｱｼｽﾀﾝﾄについて 

昨年度まで本校の養護教諭として勤

務しておりました中舩津玲子が 6 月 18

日（月）より生徒指導アシスタントとし

て着任し勤務しております。子供達の心

を掴みながら，本校をより安全で安心し

て過ごせる場所にしていくよう努めて

参りますので，今後ともよろしくお願い

いたします。 

 

教育相談日です。ご希望の方は 

７月２日（月）までに，申込用紙にご

記入の上，担任にご提出ください。 

お気軽に！ 

「通学合宿」が始まります！ 

７／１（日）～３日（火） 

 今年は３・４年生の希望が３５名で

した。見守り隊，地域の皆さまの応援

を得て自立のための３日間が始まり

ます。 

先日オリエンテーションを終え，子

供達は大はりきりです！ 

「夏休み地域プール開放」 

詳細については後日プリントにて

お知らせします。 

毎年，保護者の方に監視をお願い

しています。ご多用のこととは思い

ますが，ご協力をお願いいたします。 

食中毒警報が発令中です！ 

６月１８日に県内全域に食中毒警報が

発令されました。しばらく高温多湿な日

が続きます。学校では，十分な手洗いを

励行していきます。みんなで気をつけて

いきましょう。 


